
「遠賀町立図書館」指定管理者選定までのながれ 

 

 

１．選定審査会 

  ○第１回 令和元年６月 26 日(水) ９時～10 時 20 分 

・指定管理者制度の概要説明 

・図書館の施設概要説明 

・スケジュールの提示 

・募集要綱案、審査基準案の検討 

 

  ○第２回 令和元年８月７日(水) 10 時～11 時 20 分 

・スケジュール、募集要綱案の検討 

・審査基準案の検討 

・プレゼンテーション、選定方法、公表基準の検討 

 

  ○第３回 令和元年 10 月 31 日(木) 14 時～17 時 

・第１次審査結果の報告 

・第２次審査(提案書審査) 

経営状況報告、指定管理料年間概算額報告 

・指定管理者候補者選定方法の確認 

・申込者プレゼンテーション 

・審査集計、指定管理者候補者決定 

 

２．募集経過等 

○募集要綱公開   令和元年８月９日（金）～９月 20 日（金） 

○施設見学期間   令和元年８月 23 日（金）～８月 30 日（金） 

○質疑受付期間   令和元年８月 23 日（金）～８月 30 日（金） 

○質疑回答期限   令和元年９月５日（木)  

○申込書類受付期間 令和元年９月９日（月）～９月 20 日（金） 

 

３．応募団体 

  ２団体  株式会社図書館流通センター 

つながるおんが図書館マネジメントグループ 

 

４．選定結果 

※公募型プロポーザル方式により選定 

第１次審査においては、事務局による資格審査において申込資格を有す



ることが認められ、第１次審査通過としました。また、経営状況について

優良であることが認められました。 

第２次審査においては、応募団体による申込書類に対するプレゼンテー

ションを行うとともに、審査会委員による質疑応答及び審査基準に基づく

採点を行いました。 

この結果、株式会社図書館流通センターが 623 点、つながるおんが図書

館マネジメントグループが576点となり、株式会社図書館流通センターは、

遠賀町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条の選定

基準を満たしており、指定管理者候補者として適任であると判断し、候補

者に選定しました。 


